
「第 58 回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議」 

 

令和 3 年 6 月 18 日(金) 18 時 15 分 

都庁第一本庁舎 7 階特別会議室(庁議室) 

 

 

【危機管理監】 

それでは、第 58 回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開始いたします。本

日につきましては時間の関係で状況報告等は割愛をさせていただきます。 

各局からの報告をいただきたいと思います。まず、最初に東京都におけるまん延防止等重

点措置(案)、他の案件につきまして総務局長からお願いいたします。 

画面をお願いします。 

 

【総務局長】 

はい。それでは、まん延防止等重点措置(案)等につきましてご説明をいたします。 

国は昨日、都へのまん延防止等重点措置の適用を決定いたしました。これを受けて、都と

しての措置の案をご説明いたします。この重点措置等の対象となる区域でございますが、23

区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町、期間は、6 月 21 日月曜日 0 時から 7 月 11

日 24 時までとなります。 

措置等の概要ですが、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、都民及び事業者に

向けた要請等を行います。 

まず、都民向けの要請であります。生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則と

して外出しないこと等を要請いたします。 

次に、事業者向けの要請等でございます。 

飲食店等の要請でありますが、措置区域においては、飲食店、遊興施設等、集会場等につ

いて、20 時までの営業時間短縮を要請いたします。また、酒類の提供の停止や利用者によ

る施設内への酒類の持込みを認めないことを要請いたします。 

ただし、国の定める感染防止対策の基本 4 項目を遵守している店舗、コロナ対策リーダ

ーの王冠のマークのついている店舗でございますが、同一グループの入店が 2 人以内であ

ること、酒類提供の時間は 11 時から 19 時までの間とすること、利用者の滞在時間は 90 分

以内とすること等を条件として、酒類の提供・持込みを可能といたします。 

なお、感染状況が悪化し、ステージⅣ相当の状況が視野に入った場合、専門家の意見を聴

取した上で、直ちに酒類の提供・持込みを全面停止を要請いたします。 

一方、感染状況が改善し、ステージⅡ相当の状況が視野に入った場合につきましては、ワ

クチン接種の進捗状況や専門家のご意見も踏まえ、徹底点検済の認証店舗に限り、先ほどの



条件を緩和することを考えております。 

措置外の区域につきましては、21 時までの営業時間の短縮を要請し、酒類提供等の条件

のうち、提供時間については 11 時から 20 時までといたします。 

次に、イベント関連施設等及び次ページのイベントを開催する場合がある施設等への要

請でありますが、表に示した施設について、措置区域にある場合は、規模要件等に沿った施

設の使用を要請するとともに、営業時間の短縮を要請します。 

措置区域外においては、営業時間の短縮の協力を依頼します。 

次に、参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設への要請でございますが、

表に示した施設について、措置区域においては、営業時間の短縮を要請します。 

措置区域外においては、営業時間の短縮の協力を依頼します。 

次に、その他の施設への要請等でございますが、学校、大学等に対して、感染リスクの高

い活動等の制限等の協力を依頼いたします。 

集会所等に対しましては、酒類提供の自粛、利用者による施設内への酒類の持込みを認め

ないこと等の協力を依頼します。 

博物館等に対しては、入場整理の実施について協力を依頼します。 

遊興施設、商業施設に対して、入場整理の実施、酒類提供の自粛等について協力を依頼し

ます。 

学習塾等に対して、オンラインの活用等の協力を依頼します。 

さらに、全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請いた

します。 

次に、イベントの開催制限についてであります。 

イベントの主催者等に対して、規模要件等に沿ったイベントの開催を要請します。大声な

しの場合、施設の収容率 100％かつ人数上限 5,000 人まで可といたします。また、営業時間

の短縮の要請等を行います。 

最後に、職場への出勤等です。 

職場への出勤について、テレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の 7 割

削減を目指すことを要請いたします。 

また、事業の継続に必要な場合を除き、従業員の 20 時までの早期終業・帰宅を要請しま

す。 

なお、本日、書面開催した感染症対策審議会におきまして、都のこの重点措置(案)につき

ましては、「妥当」とのご意見を頂戴しております。 

次に、「徹底点検 TOKYO サポート」プロジェクトの点検済み店舗に対する施策でござい

ます。 

都の要請にこれまでご協力いただいた「点検済みの店舗」を対象に、コロナ対策リーダー

等へのワクチン接種や、ステージⅡ相当の状況が視野に入った場合に、ワクチン接種の状況

や専門家の意見を踏まえた上で、酒類提供の条件緩和を実施してまいります。 



説明は以上です。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

次。続きまして飲食店等に対する協力金、他の案件につきまして、産業労働局長からお願

いいたします。 

 

【産業労働局長】 

はい。当局から 3 点ご報告させて頂きます。 

1 点目は協力金についてであります。 

まん延防止等重点措置期間の 6 月 21 日から 7 月 11 日までの間、全面的にご協力いただ

いた飲食店等に対しまして、事業規模別の協力金を支給いたします。 

これに加えて、大規模な集客施設・テナント等に対して、営業時間の短縮に応じまして協

力金を支給いたします。 

2 点目は、売上が減少した中小企業等への支援についてです。 

都独自の月次支援給付金を 7 月分まで延長する方向で検討を進めてまいります。 

なお、売上が 50％以上減少した酒類の販売事業者への上乗せにつきまして、特に 70％以

上減少した事業者の皆さんに、上乗せ額を現在の 20 万円から 40 万円に引き上げる制度改

正を行うこととしております。 

3 点目は、テレワーク・マスター企業支援奨励金についてでございます。 

「週 3 日・社員の 7 割以上」、テレワークを実施した中小企業に、最大 80 万円の奨励金

を支給することとしておりますが、東京 2020 大会を契機に更なる促進を図るため、従来の

「3 か月コース」に加え、新たに「1 か月コース」と「2 か月コース」を創設いたします。 

引き続き、事業者の皆様をサポートしてまいります。 

 以上です。 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

次、続きまして都庁南展望室ワクチン接種センターの開設につきまして、福祉保健局長か

らお願いします。 

 

【福祉保健局】 

はい。本日から都庁北展望室でワクチン接種が始まったところでございますが、加えまし

て来週 25 日から、「都庁南展望室ワクチン接種センター」を開設し、柔道整復師などの医業

類似行為従事者、2020 大会関係者、飲食店のコロナ対策リーダーの方々などへの接種を開

始いたします。 

さらに、複数の大規模接種会場を新たに確保し、東京の都市活動や都民生活を支える方で



直接人と接する機会の多い方など、感染リスクが高い方などへ順次対象を拡大してまいり

ます。 

あわせて、都と大学で連携した接種を推進する仕組みも検討しております。 

こうした大規模接種会場の設置に向け、来週「ワクチンチーム」の総会を開催し、区市町

村や関係者間で情報共有を図ったうえで、決定していきたいというふうに考えてございま

す。 

以上でございます。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

次。続きまして学校の対応につきまして、教育長からお願いします。 

 

【教育長】 

はい。小中学校や高校におきましては、感染防止対策を一層徹底してまいります。 

あわせまして、児童生徒等の体調が悪い時は休養させるなど、保護者の皆様ご自身の健康

管理も含めて、ご家庭にも改めて協力をお願いしてまいります。 

また、感染不安等により登校できない児童生徒等につきましては、健康状態の把握ととも

に、デジタル機器の積極的な活用により学習内容を伝えるなど、子どもたちの学びを保障し

てまいります。 

以上でございます。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

このほか、この場でご発言のある方いらっしゃいますか。 

よろしければ会のまとめといたしまして、本部長からご発言をお願いいたします。 

 

【都知事】 

はい。それでは第 58 回のコロナ対策本部会議であります。 

昨日、政府対策本部開催されました。東京都は 6 月 21 日から、「まん延防止等重点措置」

に移行する、このことが国によって決定をされました。 

6 月 21 日から 7 月 11 日まで、23 区、そして檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の各市町

を対象区域といたしまして、都としての「重点措置」を実施いたします。 

現在の感染状況を踏まえますと、改めて、今ここで気を引き締めなければなりません。ま

た感染防止に努めていく必要がございます。 

措置のポイント２つあります。１つ目が人流の抑制、そして基本的な感染防止対策の徹底。

２つ目がワクチン接種の加速であります。この２つの措置により、何としても感染の再拡大



を食い止めてまいります。 

感染拡大防止協力金の支給など、必要な対策を迅速に実施するために、2,467 億円の補正

予算を、本日、専決処分により措置いたします。 

この後、臨時記者会見を開きまして、都民・事業者の皆様に呼びかけを行ってまいります。 

各局におかれましては、改めて引き締めて、引き続きの連携を密に、全庁一丸となって対

策に取り組んでいただきたい。 

よろしくお願いします。頑張りましょう。 

 

【危機管理監】 

ありがとうございました。 

以上をもちまして第 58 回東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を終了いたしま

す。 

 


